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教 育 職 員 免 許 状 の 更 新 等 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 一 年 二 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 竹 下 譲

��������	
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教 育 職 員 免 許 状 の 更 新 等 に 関 す る 規 則

( 趣 旨 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 教 育 職 員 免 許 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 。 以 下 ｢ 免 許 法 ｣ と い う 。) 、

教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 九 年 法 律 第 九 十 八 号 。 以 下 ｢ 改 正 法 ｣

と い う 。) 、 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 ( 昭 和 二 十 九 年 文 部 省 令 第 二 十 六 号 。 以 下 ｢ 免 許 法 施 行 規 則 ｣ と い う 。) 、

教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 ( 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 令 第 九 号 。 以 下 ｢ 改 正 省 令 ｣ と い う 。)

及 び 免 許 状 更 新 講 習 規 則 ( 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 令 第 十 号 。 以 下 ｢ 更 新 講 習 規 則 ｣ と い う 。) の 規 定 に 基 づ き

教 育 職 員 の 免 許 状 ( 以 下 ｢ 免 許 状 ｣ と い う 。) の 更 新 等 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。
( 講 習 を 受 講 で き る 教 育 委 員 会 の 職 員 )

第 二 条 更 新 講 習 規 則 第 九 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 県 及 び 市 町 ( 学 校 組 合 を 含 む 。)
( 以 下 ｢ 県 市 町 ｣ と い う 。) が 設 置 す る 学 校 の 教 育 職 員 と し て 任 命 又 は 雇 用 さ れ た 者 ( 以 下 ｢ 教 育 職 員 で あ っ た

者 ｣ と い う 。) で 、 三 重 県 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 県 教 育 委 員 会 ｣ と い う 。) 及 び 市 町 の 教 育 委 員 会 ( 学 校 組 合 教 育

委 員 会 を 含 む 。) ( 以 下 ｢ 県 市 町 教 育 委 員 会 ｣ と い う 。) の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 県 市 町 教 育 委 員 会 の 職 員 と し

て 在 職 し て い る 者 の う ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。

一 指 導 主 事 及 び 社 会 教 育 主 事

二 前 号 に 定 め る 者 の ほ か 、 学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 従 事 し て い る 者 と し て 三 重

県 教 育 委 員 会 教 育 長 ( 以 下 ｢ 教 育 長 ｣ と い う 。) が 別 に 定 め る 者

( 講 習 を 受 講 で き る 教 育 の 職 )

第 三 条 更 新 講 習 規 則 第 九 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。

一 県 市 町 が 設 置 す る 学 校 の 教 育 職 員 で あ っ た 者 で 、 県 市 町 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 国 又 は 県 市 町

( 以 下 第 七 条 第 一 号 に お い て ｢ 国 等 ｣ と い う 。) の 職 員 と し て 在 職 し て い る 者 で あ っ て 、 学 校 教 育 又 は 社 会 教

育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 従 事 し て い る 者 と し て 教 育 長 が 別 に 定 め る 者

二 教 育 職 員 で あ っ た 者 で 、 県 内 の 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 を 設

置 す る 学 校 法 人 の 理 事

( 更 新 講 習 修 了 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 教 育 委 員 会 の 職 員 )

第 四 条 改 正 省 令 附 則 第 三 条 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 県 市 町 が 設 置 す る 学 校 の 教 育 職 員

で あ っ た 者 で 、 県 市 町 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 県 市 町 教 育 委 員 会 の 職 員 と し て 在 職 し て い る 者 の う

ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。

一 指 導 主 事 及 び 社 会 教 育 主 事
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二 前 号 に 定 め る 者 の ほ か 、 学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 従 事 し て い る 者 と し て 教 育

長 が 別 に 定 め る 者

( 更 新 講 習 修 了 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 教 育 の 職 )

第 五 条 改 正 省 令 附 則 第 三 条 第 三 号 の 規 定 に 基 づ き 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。

一 県 市 町 が 設 置 す る 学 校 の 教 育 職 員 で あ っ た 者 で 、 県 市 町 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 県 市 町 の 職 員

と し て 在 職 し て い る 者 で あ っ て 、 学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 従 事 し て い る 者 と し

て 教 育 長 が 別 に 定 め る 者

二 教 育 職 員 で あ っ た 者 で 、 県 内 の 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 を 設

置 す る 学 校 法 人 の 理 事

( 免 許 状 更 新 講 習 を 受 け る 必 要 が な い 教 育 委 員 会 の 職 員 )

第 六 条 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 二 号 及 び 改 正 省 令 附 則 第 十 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定

め る 者 は 、 県 市 町 が 設 置 す る 学 校 の 教 育 職 員 で あ っ た 者 で 、 県 市 町 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 県 市 町

教 育 委 員 会 の 職 員 と し て 在 職 し て い る 者 の う ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。

一 指 導 主 事 及 び 社 会 教 育 主 事

二 前 号 に 定 め る 者 の ほ か 、 学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 従 事 し て い る 者 と し て 教 育

長 が 別 に 定 め る 者

( 免 許 状 更 新 講 習 を 受 け る 必 要 が な い 教 育 の 職 )

第 七 条 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 四 号 及 び 改 正 省 令 附 則 第 十 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定

め る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。

一 県 市 町 が 設 置 す る 学 校 の 教 育 職 員 で あ っ た 者 で 、 県 市 町 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 国 等 の 職 員 と

し て 在 職 し て い る 者 で あ っ て 、 学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 従 事 し て い る 者 と し て

教 育 長 が 別 に 定 め る 者

二 教 育 職 員 で あ っ た 者 で 、 県 内 の 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 を 設

置 す る 学 校 法 人 の 理 事

( 免 許 状 更 新 講 習 を 受 け る 必 要 が な い も の と し て 指 定 す る 表 彰 )

第 八 条 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 五 号 及 び 改 正 省 令 附 則 第 十 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 表 彰 は 、 文 部 科

学 大 臣 表 彰 で あ っ て 、 教 育 長 が 別 に 定 め る も の と す る 。

( 申 請 書 類 )

第 九 条 改 正 法 の 規 定 に よ り 、 有 効 期 間 更 新 、 有 効 期 間 延 長 、 更 新 講 習 修 了 確 認 、 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 第 三

号 の 確 認 、 修 了 確 認 期 限 延 期 又 は 免 許 状 更 新 講 習 免 除 を 申 請 す る 者 は 、 申 請 区 分 の 別 に 応 じ 、 別 表 に 定 め る 申

請 書 類 を 県 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 免 許 状 の 写 し 又 は 授 与 証 明 書 そ の 他 の

申 請 書 類 に 記 載 さ れ た 名 前 又 は 本 籍 地 と 申 請 時 の 名 前 又 は 本 籍 地 が 異 な る 者 ( 現 に 有 す る 免 許 状 の 書 換 を 完 了

し た 者 は 、 除 く 。) は 、 そ の 者 の 戸 籍 抄 本 を 添 え な け れ ば な ら な い 。

( 有 効 期 間 延 長 の 期 間 変 更 及 び 修 了 確 認 期 限 延 期 の 期 間 変 更 の 申 請 書 類 )

第 十 条 前 条 の 規 定 に よ り 、 有 効 期 間 延 長 又 は 修 了 確 認 期 限 延 期 を 申 請 し 、 そ の 延 長 又 は 延 期 を 認 め ら れ た 者 で

あ っ て 、 有 効 期 間 延 長 の 期 間 変 更 又 は 修 了 確 認 期 限 延 期 の 期 間 変 更 を 申 請 す る 者 は 、 前 条 の 規 定 に 準 じ て 、 別

表 に 定 め る 申 請 書 類 を 県 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 必 要 書 類 の 提 出 )

第 十 一 条 前 二 条 の 規 定 に よ り 、 有 効 期 間 更 新 、 有 効 期 間 延 長 、 更 新 講 習 修 了 確 認 、 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 第

三 号 の 確 認 、 修 了 確 認 期 限 延 期 、 免 許 状 更 新 講 習 免 除 、 有 効 期 間 延 長 の 期 間 変 更 又 は 修 了 確 認 期 限 延 期 の 期 間

変 更 ( 以 下 ｢ 免 許 状 の 有 効 期 間 更 新 等 ｣ と い う 。) に つ い て 県 教 育 委 員 会 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 前 二 条

に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 書 類 又 は 資 料 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 有 効 期 間 更 新 等 に か か る 証 明 書 の 再 交 付 の 申 請 書 類 )

第 十 二 条 免 許 状 の 有 効 期 間 更 新 等 に か か る 証 明 書 の 再 交 付 を 申 請 す る 者 は 、 別 表 に 定 め る 申 請 書 類 を 県 教 育 委

員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 申 請 書 類 の 提 出 )

第 十 三 条 免 許 状 の 有 効 期 間 更 新 等 を 申 請 す る 者 が 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 、 当 該 各 号 に 定 め る 機 関

を 経 由 し て 申 請 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 市 町 立 学 校 の 教 職 員 当 該 学 校 の 校 長 及 び 当 該 学 校 を 所 管 す る 教 育 委 員 会

二 前 号 以 外 の 学 校 の 教 職 員 当 該 学 校 の 校 長

三 市 町 教 育 委 員 会 の 職 員 当 該 教 育 委 員 会

( 手 数 料 )
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第 十 四 条 第 十 一 条 で 定 め る 免 許 状 の 有 効 期 間 更 新 等 又 は 第 十 二 条 で 定 め る 有 効 期 間 更 新 等 に か か る 証 明 書 の 再

交 付 を 申 請 す る 者 は 、 三 重 県 手 数 料 条 例 ( 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ) 第 二 条 に 定 め ら れ た 手 数 料 の 額 に 相

当 す る 三 重 県 証 紙 条 例 ( 昭 和 四 十 年 三 重 県 条 例 第 十 二 号 ) 第 三 条 に 規 定 す る 証 紙 を 三 重 県 証 紙 条 例 施 行 規 則

( 昭 和 四 十 四 年 三 重 県 規 則 第 八 号 ) 第 十 一 条 に 規 定 す る 収 入 証 紙 納 付 書 に は り 付 け 、 申 請 書 類 に 添 え て 納 付 し

な け れ ば な ら な い 。

( そ の 他 の 事 項 )

第 十 五 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 ( 第 九 条 、 第 十 条 関 係 )

備 考
一 申 請 区 分 に 応 じ 、 該 当 欄 に ○ 印 を 付 し た 申 請 書 類 を 提 出 す る も の と す る 。

二 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 十 の 規 定 に よ る 有 効 期 間 更 新 証 明 書 等 の 交 付 を 受 け た 者 は 当 該 証 明 書 を 提 出 す

る も の す る 。

三 改 正 省 令 附 則 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 更 新 講 習 修 了 確 認 証 明 書 等 の 交 付 を 受 け た 者 は 当 該 証 明 書 を 提 出 す る も

の と す る 。

有 効 期 間 更 新 等 に か か る 証 明 書 の 再 交 付 申 請 ( 第 十

一 号 様 式 )

延 長 又 は 延 期 事 由 を 証 明 す る 書 類 の 原 本 又 は 写 ( 第

十 号 様 式 )

免 除 事 由 を 証 明 す る 書 類 の 原 本 又 は 写 ( 第 十 号 様 式 )

免 許 状 更 新 講 習 修 了 ( 履 修 ) 証 明 書

免 許 状 の 写 又 は 授 与 証 明 書

更 新 講 習 免 除 申 請 書 ( 第 九 号 様 式 )

修 了 確 認 期 限 延 期 の 期 間 変 更 申 請 書 ( 第 八 号 様 式 )

修 了 確 認 期 限 延 期 申 請 書 ( 第 七 号 様 式 )

教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 ( 平 成 十 九 年 法 律 第 九 十 八 号 ) 附 則 第 二 条

第 三 項 第 三 号 の 確 認 申 請 書 ( 第 六 号 様 式 )

更 新 講 習 修 了 確 認 申 請 書 ( 第 五 号 様 式 )

有 効 期 間 延 長 の 期 間 変 更 申 請 書 ( 第 四 号 様 式 )

有 効 期 間 延 長 申 請 書 ( 第 三 号 様 式 )

有 効 期 間 更 新 申 請 書 ( 免 許 状 更 新 講 習 受 講 免 除 に よ

る も の ) ( 第 二 号 様 式 )

有 効 期 間 更 新 申 請 書 ( 免 許 状 更 新 講 習 修 了 に よ る も

の ) ( 第 一 号 様 式 )

○
○

○
有 効 期

間 更 新

申 請

( 免 許 状

更 新 講

習 修 了

に よ る

も の )

免 許 法 第 九 条 の

二 第 一 項

○
○

○
有 効 期

間 更 新

申 請
( 免 許 状

更 新 講

習 受 講

免 除 に

よ る も

の )

○
○

○
有 効 期

間 延 長

申 請
免 許 法

第 九 条

の 二 第

五 項

○
○

有 効 期

間 延 長

の 期 間

変 更 申

請

○
○

○
更 新 講

習 修 了

確 認 申

請
改 正 法

附 則 第

二 条 第

二 項

○
○

○

教 育 職 員

免 許 法 及

び 教 育 公

務 員 特 例

法 の 一 部

を 改 正 す

る 法 律

( 平 成 十 九

年 法 律 第

九 十 八 号 )

附 則 第 二

条 第 三 項

第 三 号 の

確 認 申 請

改 正 法 附

則 第 二 条

第 三 項 第

三 号

○
○

○
修 了 確

認 期 限

延 期 申

請
改 正 法

附 則 第

二 条 第

四 項

○
○

修 了 確

認 期 限

延 期 の

期 間 変

更 申 請

○
○

○
免 許 状

更 新 講

習 免 除

申 請
改 正 法

附 則 第

二 条 第

五 項

○
有 効 期

間 更 新

等 に か

か る 証

明 書 の

再 交 付

申 請

申 請 区 分

申 請 書 類
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( 表 面 )

第１号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

有効期間更新申請書 (免許状更新講習修了によるもの)

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の有効期間】
年 月 日

下記のとおり､ 免許状更新講習の課程を修了したため､ 教育職員免許法第９条の２第１項の規定に基づき､ 有
効期間の更新を申請します｡

【修了又は履修した免許状更新講習】

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地

事項 開設者 修了 (履修) 年月日 対象免許種
教職についての省察並びに子ども
の変化､ 教育政策の動向及び学校
の内外における連携協力について
の理解に関する事項

年 月 日

教科指導､ 生徒指導その他教育
の充実に関する事項

年 月 日
年 月 日
年 月 日

教・養・栄
教・養・栄
教・養・栄
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5

( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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6

( 表 面 )

第２号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

有効期間更新申請書 (免許状更新講習受講免除によるもの)

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の有効期間】
年 月 日

下記のとおり､ 教育職員免許法施行規則第61条の４に規定する者に該当するため､ 教育職員免許法第９条の２
第１項の規定に基づき､ 免許状更新講習の受講を免除の上で有効期間の更新を受けることを申請します｡

免除事由：

【証明者記入欄】
上記の免除事由について､ 相違ないことを証明する｡

年 月 日 職

証 明 者 名前 印□

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 表 面 )

第３号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

有効期間延長申請書

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の有効期間】
年 月 日

下記のとおり教育職員免許法第９条の２第５項及び教育職員免許法施行規則第61条の５に規定する事由に該当
するため､ 教育職員免許法第９条の２第５項及び教育職員免許法施行規則第61条の６の規定に基づき､ 上記の有
する免許状の有効期間について 年 月 日まで延長を受けることを申請します｡

延長事由：

【証明者記入欄】
上記の延長事由について､ 相違ないことを証明する｡

年 月 日 職

証 明 者 名前 印□

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 表 面 )

第４号様式 (第10条関係) (規格Ａ４)

有効期間延長の期間変更申請書

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の有効期間】
年 月 日

下記のとおり､ 教育職員免許法第９条の２第５項及び教育職員免許法施行規則第61条の５に規定する事由に該
当するため､ 教育職員免許法第９条の２第５項及び教育職員免許法施行規則第61条の６の規定に基づき､ 有効期
間を延長されましたが､ 下記の事由により､ 上記の免許状の有効期間について 年 月 日まで変更
を受けることを申請します｡

変更事由：

【証明者記入欄】
上記の変更事由について､ 相違ないことを証明する｡

年 月 日 職

証 明 者 名前 印□

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 表 面 )

第５号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

更新講習修了確認申請書

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の修了確認期限】
年 月 日

下記のとおり､ 免許状更新講習の課程を修了したため､ 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正す
る法律 (平成19年法律第98号) 附則第２条第２項及び教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年
文部科学省令第９号) 附則第９条第１項の規定に基づき､ 更新講習修了確認を受けることを申請します｡

【修了又は履修した免許状更新講習】

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地

事項 開設者 修了 (履修) 年月日 対象免許種
教職についての省察並びに子ども
の変化､ 教育政策の動向及び学校
の内外における連携協力について
の理解に関する事項

年 月 日

教科指導､ 生徒指導その他教育
の充実に関する事項

年 月 日
年 月 日
年 月 日

教・養・栄
教・養・栄
教・養・栄
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( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 表 面 )

第６号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年
法律第98号) 附則第２条第３項第３号の確認申請書

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の修了確認期限】
年 月 日

下記のとおり､ 免許状更新講習の課程を修了したため､ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成
20年文部科学省令第９号) 附則第９条第１項の規定に基づき､ 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改
正する法律 (平成19年法律第98号) 附則第２条第３項第３号に規定する確認を受けることを申請します｡

【修了又は履修した免許状更新講習】

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地

事項 開設者 修了 (履修) 年月日

教職についての省察並びに子どもの変化､ 教育政
策の動向及び学校の内外における連携協力につい
ての理解に関する事項

年 月 日

教科指導､ 生徒指導その他教育の充実に関
する事項

年 月 日
年 月 日
年 月 日
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( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 表 面 )

第７号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

修了確認期限延期申請書

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の修了確認期限】
年 月 日

下記のとおり､ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第９号) 附則第７条に
規定する事由に該当するため､ 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律第
98号) 附則第２条第４項の規定に基づき､ 年 月 日まで修了確認期限の延期を受けることを申請します｡

延期事由：

【証明者記入欄】
上記の延期事由について､ 相違ないことを証明する｡

年 月 日 職

証 明 者 名前 印□

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 表 面 )

第８号様式 (第10条関係) (規格Ａ４)

修了確認期限延期の期間変更申請書

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の修了確認期限】
年 月 日

下記のとおり､ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第９号) 附則第７条に
規定する事由に該当するため､ 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律第
98号) 附則第２条第４項の規定に基づき､ 修了確認期限を延期されましたが､ 下記の事由により､ 年 月

日まで修了確認期限の変更を受けることを申請します｡

変更事由：

【証明者記入欄】
上記の変更事由について､ 相違ないことを証明する｡

年 月 日 職

証 明 者 名前 印□

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 表 面 )

第９号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

免許状更新講習免除申請書

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

【有する免許状】

【申請時の修了確認期限】
年 月 日

下記のとおり､ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第９号) 附則第10条第
１項に規定する者に該当するため､ 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律
第98号) 附則第２条第５項の規定に基づき､ 免許状更新講習の受講の免除を受けることを申請します｡

免除事由：

【証明者記入欄】
上記の免除事由について､ 相違ないことを証明する｡

年 月 日 職

証 明 者 名前 印□

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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( 裏 面 )

【有する免許状】

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状に
記載の名前

免許状に
記載の本籍地
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第10号様式 (第９条､ 第10条関係) (規格Ａ４)

(免除・延長・延期) の事由を証明する書類の写

上記の写しは､ 原本と相違ないことを証明する｡

年 月 日

証明者 職

名前 印□
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第11号様式 (第12条関係) (規格Ａ４)

有効期間更新等にかかる証明書の再交付申請書

三 重 県 教 育 委 員 会 あて
年 月 日

下記の証明書について再交付の申請をします｡

証 明 書 種 類

証 明 書 番 号

交 付 年 月 日

申 請 理 由

(フリガナ )
名前 生年月日 年 月 日

勤務(予定)校・機関 職名

現住所 電話 本籍地
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教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 一 年 二 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 竹 下 譲

��������	
���

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 六 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 中 ｢ 規 定 に よ り ｣ の 下 に ｢ 幼 稚 園 、｣ を 加 え 、 ｢ 、 高 等 学 校 若 し く は 幼 稚 園 ｣ を ｢ 若 し く は 高 等 学 校 ｣ に

改 め 、 ｢ 又 は ｣ の 下 に ｢ 幼 稚 園 、｣ を 加 え 、 ｢ 、 中 学 校 若 し く は 幼 稚 園 ｣ を ｢ 若 し く は 中 学 校 ｣ に 改 め 、 同 条 第 六

号 及 び 第 七 号 を 削 り 、 同 条 第 五 号 を 第 七 号 と し 、 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 条 に 第 一 号 及 び

第 二 号 と し て 、 次 の 二 号 を 加 え る 。

一 幼 稚 園 の 教 諭 の 一 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 場 合

二 幼 稚 園 の 教 諭 の 二 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 場 合

第 五 条 第 一 項 中 ｢ 規 定 に よ り ｣ の 下 に ｢ 幼 稚 園 、｣ を 加 え 、 ｢ 、 高 等 学 校 又 は 幼 稚 園 ｣ を ｢ 又 は 高 等 学 校 ｣ に 改

め 、 同 条 第 四 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 を 第 二 号 と し 、 同 項 に 第 一 号 と し て 、

次 の 一 号 を 加 え る 。

一 幼 稚 園 の 教 諭 の 一 種 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 場 合

五
六

七
八

九
一 〇

一 一
一 二

在 職 年 数

第 一 欄

四
四

三
三

二
二

一
一

教 科 に 関 す る 科 目

第 二 欄
二 〇

一 八
一 六

一 四
一 三

一 一
九

七

教 職 に 関 す る 科 目

六
五

五
四

四
三

三
二

教 科 又 は 教 職 に 関 す る 科 目

四 五
四 〇

三 五
三 〇

二 五
二 〇

一 五
一 〇

最 低 修 得 単 位 数

第 三 欄

六
七

八
九

一 〇
一 一

一 二
一 三

在 職 年 数

第 一 欄

五
四

四
三

三
二

二
一

教 科 に 関 す る 科 目
第 二 欄

三 〇
二 七

二 四
二 一

一 八
一 五

一 二
九

教 職 に 関 す る 科 目

四 五
四 〇

三 五
三 〇

二 五
二 〇

一 五
一 〇

最 低 修 得 単 位 数

第 三 欄

三
四

五
六

在 職 年 数

第 一 欄

二
二

一
一

教 科 に 関 す る 科 目

第 二 欄
一 二

一 〇
九

七

教 職 に 関 す る 科 目

六
五

三
二

教 科 又 は 教 職 に 関 す る 科 目

二 五
二 〇

一 五
一 〇

最 低 修 得 単 位 数

第 三 欄
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第 九 条 中 ｢ 氏 名 ｣ を ｢ 名 前 ｣ に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 に 応 じ て 次 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 一 日 以 前 に 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状 ( 臨 時 免 許 状 を 除 く 。) の 授 与 を 受 け た こ と

が あ る 者 は 、 当 該 免 許 状 の 写 し

二 免 許 状 更 新 講 習 ( 免 許 法 第 九 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 免 許 状 更 新 講 習 を い う 。) の 課 程 を 修 了 し た こ と を

証 明 す る 書 類

第 十 八 条 中 ｢ 氏 名 ｣ を ｢ 名 前 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 三 条 第 四 項 を 削 り 、 第 三 項 を 第 四 項 と し 、 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 身 体 に 関 す る 証 明 書 は 、 医 師 又 は 所 属 長 が 作 成 し 、 実 務 証 明 責 任 者 が 証 明 し た も の と す る 。

第 二 十 五 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 免 許 状 授 与 証 明 書 発 行 申 請 書 及 び 証 明 書 の 様 式 )

第 二 十 五 条 免 許 状 授 与 証 明 書 の 発 行 申 請 書 の 様 式 は 、 第 二 十 号 様 式 と し 、 当 該 証 明 書 の 様 式 は 、 第 二 十 号 様 式

の 二 と す る 。

第 二 十 八 条 第 一 項 中 ｢ 第 五 条 第 四 項 ｣ を ｢ 第 五 条 第 五 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 ｢ 第 二 十 三 号 様 式 ｣ の 下 に

｢( 第 二 十 三 号 様 式 の 二 )｣ を 加 え る 。
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別 表 第 一 ( 第 九 条 関 係 ) を 次 の よ う に 改 め る 。

申 請 の 根 拠 規

定 に よ る 区 分

申 請 書 類

教 育 職 員 免 許 状

再 交 付 申 請 書

( 第 五 号 様 式 )

教 育 職 員 免 許 状

書 換 申 請 書 ( 第

四 号 様 式 )

教 育 職 員 免 許 状

交 付 申 請 書 ( 第

三 号 様 式 )

教 育 職 員 検 定 申

請 書 ( 第 二 号 様

式 )

教 育 職 員 免 許 状

授 与 等 申 請 書

( 第 一 号 様 式 )

○
幼 稚

園 、
小 学

校 又
は 中

学 校
の 教

諭 の
二 種

免 許
状

別 表 第 一

第 一 項

第 五 条

免 許 法

○

幼 稚 園 、

小 学 校 、

中 学 校 若

し く は 高

等 学 校 の

教 諭 の 専

修 免 許 状

又 は 一 種

免 許 状

○
特 別

支 援
学 校

の 教
諭 の

二 種
免 許

状

○
特 別

支 援
学 校

の 教
諭 の

専 修
免 許

状 又
は 一

種 免
許 状

○
養 護 教

諭 の 専

修 免 許

状

別 表 第 二

○
備

考
第

３
号

適
用

○
イ

養 護
教 諭

の 一
種 免

許 状
○

ロ
又

は
ハ

○
イ

養 護
教 諭

の 二
種 免

許 状
○

ロ
又

は
ハ

○
栄 養

教 諭
の 専

修 免
許 状

別 表 第 二 の 二

○
栄 養

教 諭
の 一

種 免
許 状

○
栄 養

教 諭
の 二

種 免
許 状

○
第

三
項

○
第

六
項

○
単

位
修

得
に

よ
る

追
加

の
定

め
第 三

項
第 五

条 の
二

○
検

定
に

よ
る

追
加

の
定

め
○

別
表

第
三

第 二 項

第 六 条

○
中 学

校 の
教 諭

の 二
種 免

許 状
の 項

イ 又
は 高

等 学
校 の

教 諭
の 一

種 免
許 状

の 項
イ

別 表 第 五

○
中

学
校

の
教

諭
の

二
種

免
許

状
の

項
ロ

○
中 学 校

の 教 諭

の 専 修

免 許 状

一 種 免

許 状 若

し く は

二 種 免

許 状 の

項 ハ 又

は 高 等

学 校 の

教 諭 の

専 修 免

許 状 若

し く は

一 種 免

許 状 の

項 ロ

○
別

表
第

六
○

別
表

第
六

の
二

○
別

表
第

七
○

別
表

第
八

○
別

表
第

四
第 三

項

○
書

換
○

再
交

付
○

第
十

六
条

の
二

○
第

十
八

条
○

附
則

第
七

項
○

附
則

第
八

項
○

イ
、

ロ
又

は
ハ

附
則

第
九

項
○

二
○

附
則

第
十

二
項

○
栄 養

教 諭
の 一

種 免
許 状

附
則

第
十

八
項

○
栄 養

教 諭
の 二

種 免
許 状

○
改

正
法

附
則

第
二

十
項

又
は

第
二

十
一

項
○

昭
和

三
十

六
年

改
正

法
附

則
第

六
項

○
平

成
十

二
年

改
正

法
附

則
第

二
項

○
平

成
十

二
年

改
正

法
附

則
第

三
項

看 護 師 又 は 保 健

師 の 免 許 証 の 写

( 第 十 三 号 様 式 )

教 員 資 格 認 定 試

験 合 格 証 書 の 写

又 は 合 格 証 明 書

学 士 又 は 学 位 の

証 明 書

教 育 職 員 免 許 状

再 交 付 申 請 理 由

書 ( 第 十 六 号 様

式 )

教 育 職 員 臨 時 免

許 状 申 請 理 由 書

( 第 十 五 号 様 式 )

単 位 修 得 一 覧 表

( 第 十 四 号 様 式 )

教 育 職 員 免 許 状

の 写
卒 業 ( 修 了 ) 証

書 の 写 ( 第 十 二

号 様 式 ) 又 は 卒

業 ( 修 了 ) 証 明

書
技 術 に 関 す る 証

明 書 ( 第 十 一 号

様 式 )

身 体 に 関 す る 証

明 書 ( 第 十 号 様

式 )

実 務 に 関 す る 証

明 書 ( 第 九 号 様

式 )

人 物 に 関 す る 証

明 書 ( 第 八 号 様

式 )

宣 誓 書 ( 第 七 号

様 式 )

履 歴 書 ( 第 六 号

様 式 )

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
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福 祉 の 教 科 に 関

す る 講 習 の 修 了

証 書
情 報 の 教 科 に 関

す る 講 習 の 修 了

証 明 書

技 術 の 教 科 に 関

す る 講 習 の 修 了

証 明 書

学 力 に 関 す る 証

明 書
学 業 成 績 証 明 書

教 育 職 員 免 許 状

の 原 本

栄 養 士 免 許 証 の

写 ( 第 十 三 号 様

式 )

管 理 栄 養 士 免 許

証 の 写 ( 第 十 三

号 様 式 )

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

○
○

○
○

○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○
○

○ ○ ○
○

○
○

○
○

○

別 表 第 一 備 考 第 二 号 中 ｢ 第 一 項 の 規 定 に よ り ｣ の 下 に ｢ 幼 稚 園 、｣ を 加 え 、 ｢ 、 高 等 学 校 又 は 幼 稚 園 ｣ を ｢ 又 は

高 等 学 校 ｣ に 改 め 、 同 表 備 考 第 二 号 の 二 中 ｢ 第 五 条 第 二 項 ｣ を ｢ 第 五 条 第 三 項 ｣ に 改 め る 。

別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 二

学 力 に 関 す る 証 明 書

理 学 療 法 士 免 許 証 の 写 ( 第 十 三 号 様 式 )

理 容 師 又 は 美 容 師 の 免 許 証 の 写 ( 第 十 三 号 様 式 )

あ ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 免 許 証 、 は り 師 免 許 証 及 び き ゆ う

師 免 許 証 の 写 ( 第 十 三 号 様 式 )

医 師 免 許 証 の 写 ( 第 十 三 号 様 式 )

卒 業 ( 修 了 ) 証 書 の 写 ( 第 十 二 号 様 式 ) 又 は 卒 業 ( 修 了 )

証 明 書

教 育 職 員 臨 時 免 許 状 申 請 理 由 書 ( 第 十 五 号 様 式 )

単 位 修 得 一 覧 表 ( 第 十 四 号 様 式 )

教 育 職 員 免 許 状 の 写

身 体 に 関 す る 証 明 書 ( 第 十 号 様 式 )

実 務 に 関 す る 証 明 書 ( 第 九 号 様 式 )

人 物 に 関 す る 証 明 書 ( 第 八 号 様 式 )

宣 誓 書 ( 第 七 号 様 式 )

履 歴 書 ( 第 六 号 様 式 )

教 育 職 員 検 定 申 請 書 ( 第 二 号 様 式 )

教 育 職 員 免 許 状 授 与 等 申 請 書 ( 第 一 号 様 式 )

○
○

○
○

特 別 支

援 学 校

自 立 教

科 教 諭

の 普 通

免 許 状

の う ち

音 楽 又

は 特 殊

技 芸

第 一 項

第 六 十 四 条

免 許 法 施 行 規 則

○
○

○
○

○
特 別 支 援

学 校 自 立

教 科 教 諭

の 一 種 免

許 状 の う

ち 理 療 の

項 イ 又 は

二 種 免 許

状 の う ち

理 療

○
○

○
○

特 別 支

援 学 校

自 立 教

科 教 諭

の 一 種

免 許 状

の う ち

理 療 の

項 ロ

○
○

○
○

○
特 別 支

援 学 校

自 立 教

科 教 諭

の 普 通

免 許 状

の う ち

理 学 療

法

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

特 別
支 援

学 校
自 立

教 科
教 諭

の 普
通 免

許 状
の う

ち 理
療

第 二 項

○
○

○
○

○
○

○
○

特 別
支 援

学 校
自 立

教 科
教 諭

の 普
通 免

許 状
の う

ち 理
容

○
○

○
○

○
○

○
特 別 支 援

学 校 自 立

教 科 教 諭

の 一 種 免

許 状 の う

ち 音 楽 又

は 特 殊 技

芸

○
○

○
○

○
○

○
○

○
特 別 支 援

学 校 自 立

教 科 教 諭

の 二 種 免

許 状 の う

ち 音 楽 又

は 特 殊 技

芸

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

特 別
支 援

学 校
自 立

教 科
教 諭

の 普
通 免

許 状
の う

ち 理
学 療

法

○
○

○
○

○
○

○
理 療

特 別 支 援 学 校 自 立 教 科 助 教 諭

の 臨 時 免 許 状
第 六 十 五 条

○
○

○
○

○
○

○
音 楽 又 は

特 殊 技 芸

○
○

○
○

○
○

○
理 学

療 法

○
○

○
○

○
○

○
○

理 容

申 請 の 根 拠 規

定 に よ る 区 分

申 請 書 類
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第１号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

教 育 職 員 免 許 状 授 与 等 申 請 書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

第 一 号 様 式 か ら 第 九 号 様 式 ( 表 面 ) ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

現 住 所

勤 務 先 又 は
勤 務 予 定 校

フ リ ガ ナ 本 籍 地

名 前
楷書で正確に

記載すること

都 道

府 県

生 年 月 日 年 月 日生 性 別 男 女

平成21年３月31日以前に普通免許状又は特別免許状 (臨時免許状を除く｡)
の授与を受けたことが

ある ない

次の教育職員免許状を授与等してください｡

免許状
の種類 教諭 免許状

教科又は
教育領域
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第１号様式の２ (第９条関係) (規格Ａ４)

教育職員免許状授与等申請書 (一括申請用)

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

フ リ ガ ナ 本 籍 地

名 前
楷書で正確に

記載すること

都 道

府 県

生 年 月 日 年 月 日生 性 別 男 女

次の教育職員免許状を授与等してください｡

番 号 免 許 状 の 種 類
教科又は
教育領域

１ 教諭 免許状

２ 教諭 免許状

３ 教諭 免許状

４ 教諭 免許状

５ 教諭 免許状

６ 教諭 免許状

学校及び学部学科名

専攻 (大学院のみ)

授 与 等 年 月 日 年 月 日

平成21年３月31日以前に普通免許状又は特別免許状 (臨時免許状を除く｡) の
授与を受けたことが

ある ない
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第２号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

教 育 職 員 検 定 申 請 書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

現 住 所

勤 務 先 又 は
勤 務 予 定 校

フ リ ガ ナ 本 籍 地

名 前
楷書で正確に

記載すること

都 道

府 県

生 年 月 日 年 月 日生 性 別 男 女

平成21年３月31日以前に普通免許状又は特別免許状 (臨時免許状を除く｡)
の授与を受けたことが

ある ない

次の教育職員免許状を教育職員検定のうえ授与等してください｡

の
み
記
入

い
ず
れ
か
一
方

免
許
状
の
種
類

教諭 免許状

教科又は
教育領域

助教諭臨時免許状
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第３号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

教 育 職 員 免 許 状 交 付 申 請 書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

現 住 所

勤 務 先 又 は
勤 務 予 定 校

フ リ ガ ナ 本 籍 地

名 前
楷書で正確に

記載すること

都 道

府 県

生 年 月 日 年 月 日生 性 別 男 女

平成21年３月31日以前に普通免許状又は特別免許状 (臨時免許状を除く｡)
の授与を受けたことが

ある ない

次の教育職員免許状を教育職員免許法施行法第１条により交付してください｡

免許状
の種類

教諭 免許状
教科又は
教育領域

基 礎
免許状

教科又は
教育領域
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第４号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

教 育 職 員 免 許 状 書 換 申 請 書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

現 住 所

勤 務 先 又 は
勤 務 予 定 校

名 前
性別 男 女

年 月 日生

次の教育職員免許状を書換えてください｡

異

動

後

本

籍

地

都 道

府 県

フリガナ

名 前

異

動

前

本

籍

地

都 道

府 県

フリガナ

名 前

免 許 状 の 種 類
教 科 又 は
教 育 領 域

番 号 授与等年月日

第 号 年 月 日

第 号 年 月 日

第 号 年 月 日

第 号 年 月 日

第 号 年 月 日
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第５号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

教 育 職 員 免 許 状 再 交 付 申 請 書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

校

長

印

受 付 印

所

轄

庁

現 住 所

勤 務 先 又 は
勤 務 予 定 校

フ リ ガ ナ 本 籍 地

名 前
楷書で正確に

記載すること

都 道

府 県

生 年 月 日 年 月 日生 性 別 男 女

次の教育職員免許状を破損 (紛失) しましたので､ 再交付してください｡

免許状
の種類 教諭 免許状

教科又は
教育領域

授 与
番 号 第 号

授与等
年月日
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第６号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

(表面)

履 歴 書

現 住 所 本籍地
都 道
府 県

フ リ ガ ナ

名 前
旧姓( ) 年 月 日生

男 女
(いずれか○で囲む｡)

１ 所 有 免 許 状

授与年月日 免許状の種類
教科又は
教育領域

番号 根拠規定 授与権者

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

２ 学 歴

在 学 年 間 学校名及び部科名
卒 修
中 退

国 公
私 立

何年制
在 学
年 数

･ ･ ～ ･ ･

･ ･ ～ ･ ･

･ ･ ～ ･ ･

･ ･ ～ ･ ･

･ ･ ～ ･ ･

･ ･ ～ ･ ･

･ ･ ～ ･ ･

３ 賞 罰 ､ 身 上 異 動

年 月 日 事 項

・ ・

・ ・

・ ・
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(裏 面)

上記のとおり､ 相違ないことを証明する｡

年 月 日
校 長 名 又は
所属長 職 名 前 印□

４ 職 歴

年 月 日 勤 務 先 職 名 発令庁その他

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで

・ ・ から
・ ・ まで
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第７号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

宣 誓 書

私は､ 教育職員免許法第５条第１項に規定する次の者に該当しないことを宣誓いたします｡

１ 成年被後見人又は被保佐人

２ 禁錮
こ

以上の刑に処せられた者

３ 教育職員免許法第10条第１項第２号に該当することにより免許状がその効力を失い､ 当該失効の日から３年を
経過しない者

４ 教育職員免許法第11条第１項又は第２項の規定により免許状取上げの処分を受け当該処分の日から３年を経過
しない者

５ 日本国憲法施行の日以後において､ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政
党その他の団体を結成し､ 又はこれに加入した者

年 月 日

名 前 �

年 月 日生
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第８号様式 (第９条､ 第１０条､ 第２３条関係) (規格Ａ４)

親展
人 物 に 関 す る 証 明 書

現 住 所

勤務先又は
勤務予定校

名 前

年 月 日生

上記のとおり､ 相違ないことを証明します｡

年 月 日
校 長 名 又は
所属長 職 名 前 印□

年 月 日

実務証明責任者 印□

項 目 所 見

１ 性 格

２

教
員
と
し
て
の
適
格
性

指 導 力

研 究 心

３ 社 会 性

４ そ の 他
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第９号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

(表 面)

親展
実 務 に 関 す る 証 明 書

現 住 所

勤務先又は
勤務予定校

名 前

年 月 日生

上記の者は､ 裏面調査書のとおりである｡

年 月 日
校 長 名 又は
所属長 職 名 前 印□

年 月 日

実務証明責任者 印□
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第10号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

親展

身 体 に 関 す る 証 明 書

現 住 所

勤務先又は
勤務予定校

名 前

年 月 日生

上記のとおり､ 相違ないことを証明する｡

年 月 日

実務証明責任者 印□

(注) 所見の欄には､ 教育職員として勤務可能の程度についての総合所見を記入すること｡

第 十 号 様 式 及 び 第 十 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

項 目 状 況

疾 病 異 常

有 具体的内容

無

そ の 他 特 記 事 項

所 見

検 査 年 月 日 年 月 日

年 月 日

診断医師又は所属長名 印□
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第11号様式 (規格Ａ４)

親展
技 術 に 関 す る 証 明 書

現 住 所

勤務先又は
勤務予定校

名 前

年 月 日生

上記のとおり についての技術が であることを証明する｡

年 月 日

校 長 名 又は
所属長 職 名 前 印□

実 地
経 験

勤 務 先 期 間
職名及び
地 位

職 務 内 容

・ ・ ～ ・ ・

・ ・ ～ ・ ・

・ ・ ～ ・ ・

有する資格

年 月 日

年 月 日

年 月 日

所 見

程 度

指 導 力

そ の 他

有する技術
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第14号様式 (規格Ａ４)

(表 面)

単 位 修 得 一 覧 表
第 十 四 号 様 式 ( 表 面 ) を 次 の よ う に 改 め る 。

名 前
受けようと
する免許状
の 種 類

教 科 又
は 教 育
領 域年 月 日生

科 目 単 位 数 修 得 機 関 修得年月日

教

科

(
)

に

関

す

る

科

目

小 計

養

護

特

別

支

援

教

育
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第15号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

教育職員臨時免許状申請理由書
年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

年 月 日生
記

１ 臨時免許状の種類・教科

２ 採用予定期間及び職名

３ 申請理由

４ 採用予定校の状況

５ 採用予定者の担任教科等

第 十 五 号 様 式 か ら 第 十 七 号 様 式 の 二 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

受 付 印

所

轄

庁

採用予定学校名
及 び 校 長 名 �

申 請 者 名

免許状の種類 助教諭臨時免許状
教科 (中高のみ)
又は教育領域 (特
別支援学校のみ)

年 月 日から 年 月 日まで

職 名

全 学 級 数 全 教 員 数
申請教科又は教育領域の内訳

不足教員数教 科 又 は
教 育 領 域 全 週 時 数 担当教員数

担当教科又は教育領域 学 年 週 時 数 有 す る 免 許 状
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第16号様式 (第９条関係) (規格Ａ４)

教育職員免許状再交付申請理由書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

現 住 所

名 前

私 は ､ 下 記 の 理 由 に よ り 免 許 状 ( ) を 破 損
( 紛 失 ) し ま し た｡

記

具 体 的 理 由

上 記 の と お り 相 違 な い こ と を 証 明 す る ｡

年 月 日

証 明 者 職 名 前 印□
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第
17
号
様
式
(第
22
条
､
第
26
条
関
係
)
(規
格
Ｂ
４
)

免
許

状
原

簿
(

)

番 号
名

前
生
年
月
日

本
籍
地
教
科
又
は

教
育
領
域

根
拠
規
定

授
与
条
件

授
与

年
月
日
年
度
有
効
期
間
の

更
新
年
月
日
有
効
期
間
の

更
新
番
号
有
効
期
間
の

延
長
年
月
日
有
効
期
間
の

延
長
番
号
有
効
期
間
の

満
了
年
月
日

(注
)

｢年
度
｣
欄
に
は
､
次
の
年
度
を
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
｡

１
普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
日
の
属
す
る
年
度

２
教
員
資
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た
日
の
属
す
る
年
度

３
免
許
法
第
16
条
の
３
第
２
項
又
は
第
17
条
第
１
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度

４
施
行
法
第
２
条
の
表
の
上
欄
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
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第17号様式の２ (第22条､ 第26条関係) (規格Ｂ４)

免 許 状 書 換 原 簿
( )

項 番 免許種別
教科又は
教育領域

授与番号
旧本籍地
旧 名 前

新本籍地
新 名 前

書換年月日 書換事由 備 考
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第19号様式 (第24条関係) (規格Ａ４)

授与条件
(教育職員) 臨時免許状

本籍地

氏 名

年 月 日生

(上の者に) (上の者は) (教育職員免許法第

条) (教育職員免許法施行法第 条) の定める

ところにより (下記の教科又は教育領域につい

て) (教育職員) 臨時免許状を (授与する) (有

するものとみなす)｡

記

年 月 日

三重県教育委員会印

番 号

第 十 九 号 様 式 及 び 第 二 十 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第20号様式 (第25条関係) (規格Ａ４)

教 育 職 員 免 許 状 授 与 証 明 書 発 行 申 請 書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

現 住 所
T E L ( ) －

勤 務 校
本籍地 都道

府県
フ リ ガ ナ

名 前
旧 ( )

使用
目的生 年 月 日 年 月 日

有効期間満了日
又は修了確認期限

年 月 日

下記の免許状の授与証明書を発行してください｡

免許状種類

教 科 又 は
教 育 領 域

授 与 番 号
昭・平
第 号

昭・平
第 号

昭・平
第 号

授与年月日
昭・平

年 月 日
昭・平

年 月 日
昭・平

年 月 日

必 要 枚 数

【以下教育委員会記入欄】

発 行 番 号 － － －

割 印

発 行
年 月 日

年 月 日
決

裁

欄

発

送

印番 号
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第20号様式の２ (第25条関係) (規格Ａ４)

教 証 第 号

教育職員免許状授与証明書

本 籍 地
氏 名
生 年 月 日

上記の者に下記の教育職員免許状を授与したことを証明します｡

年 月 日

三重県教育委員会

第 二 十 号 様 式 の 次 に 次 の 様 式 を 加 え る 。

免 許 状 種 類

教科､ 事項又は領域

免 許 状 番 号

授 与 年 月 日

授 与 権 者

追 加 し た 領 域
及 び 追 加 年 月 日

領域名 追加年月日

根 拠 規 定

(有効期間の満了日
又は修了確認期限)

備 考
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第21号様式 (第27条関係) (規格Ａ４)

(表面)

免許教科外教科担任許可申請書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

教育職員免許法附則第２項の規定により､ 下記のとおり免許教科外教科担任の許可を申請します｡

記

第 二 十 一 号 様 式 か ら 第 二 十 三 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

学 校 名

位 置

設 置 者

校 長 名 印□

主幹教諭等
名 前

職 名 名 前
免許教科外
で担任する
教科

免許教科外
で担任する
週授業時数

免許教科外で
担任する期間

備 考

免 許 教 科 で
担任する教科

週 当 り
総授業時数

主幹教諭等
名 前

許 可 を 申 請 す る 理 由
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(裏面)

(参考事項)
� 学級編成

� 免許教科別教員延人数

� 担任しようとする主幹教諭等の履歴及び所有する免許状の種類

学 年 第１学年 第２学年 第３学年 第 ４ 学 年 特別支援学級 計

学 級 数

免 許
教 科 国 語社 会地 理

歴 史公 民数 学理 科音 楽美 術保 健
体 育保 健技 術家 庭外国語

免許状
を所有
する教
員数

普通
免許
状

臨時
免許
状

特別
免許
状

免 許
教 科 書 道宗 教農 業工 業商 業水 産看 護商 船工 芸情 報福 祉 計

免許状
を所有
する教
員数

普通
免許
状

臨時
免許
状

特別
免許
状

主 幹 教 諭 等
名 前

履 歴 所 有 す る 免 許 状
の 種 類 及 び 教 科年 齢 出 身 校 教員在職年数
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第22号様式 (規格Ａ４)

教第 号

免許教科外教科担任許可書

学 校 名

校 長 名

教育職員免許法附則第２項の規定により､ 免許教科外教科担任を下記のとおり許可する｡

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会

主幹教諭等名前 許可する教科 週授業時数 期 間

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで
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第23号様式 (第28条関係) (規格Ａ４)

授与条件
(教育職員) 特別免許状

本籍地

氏 名

年 月 日生

上の者に教育職員免許法第 条の定めるとこ

ろにより (下記の教科について) (教育職員) 特

別免許状を授与する｡

記

年 月 日

三重県教育委員会印

番 号
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第23号様式の２ (第28条関係) (規格Ａ４)

授与条件
(教育職員) 特別免許状

本籍地

氏 名

年 月 日生

上の者に教育職員免許法第 条の定めるとこ

ろにより (下記の教科について) (教育職員) 特

別免許状を授与する｡

記

年 月 日

三重県教育委員会印

番 号

有効期間の満了日 年 月 日

第 二 十 三 号 様 式 の 次 に 次 の 様 式 を 加 え る 。
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第24号様式 (第29条関係) (規格Ａ４)

特 別 非 常 勤 講 師 届 出 書

年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 あて

任命権者又は
校 長 名 印

教育職員免許法第３条の２第２項の規定により､ 次の者を講師 (非常勤) に充てることを届け
出ます｡

記

第 二 十 四 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

受 付 印

所

轄

庁

人
材
政
策
室

設置者及び学校名

名 前 性 別 男 ・ 女

生 年 月 日 年 月 日生 年 齢 歳

教 科 又 は
ク ラ ブ 活 動 等

担 当
週 時 数

教授又は実習を担任
しようとする事項の
内 容

教授又は実習を担任
しようとする期間 年 月 日 ～ 年 月 日

教授又は実習を担任
さ せ る 理 由

人物に関する所見

特 技 ・ 資 格
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スポーツ振興法 (昭和36年法律第141号) 第18条第４項及び三重県スポーツ振興審議会条例 (昭和37年三重県
条例第32号) 第３条第１項の規定により､ 次のとおり三重県スポーツ振興審議会委員の任免を行いました｡
平成21年２月27日

三 重 県 教 育 委 員 会
１ 退 任

� 氏 名 田 中 亮 太
� 退任年月日 平成21年２月12日

２ 任 命
� 氏 名 亀 井 利 克
� 任 期 平成21年２月13日～平成21年９月30日まで
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附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な

調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

三 重 県 立 学 校 の 管 理 運 営 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 一 年 二 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 竹 下 譲

��������	
��

三 重 県 立 学 校 の 管 理 運 営 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 立 学 校 の 管 理 運 営 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 三 年 三 月 二 十 七 日 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号 ) の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 第 二 項 中 ｢ 盲 ・ 聾 ・ 養 護 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

別 表 二 中 ｢ 三 重 県 立 草 の 実 特 別 支 援 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 城 山 特 別 支 援 学 校 草 の 実 分 校 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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